
[運送会社の経営情報] ・・・・・・・・・ 改正個人情報保護法の対策 

改正個人情報保護法が本年5月30日から施行されることになりました。改正前の個人情報保護法は5000人を超

える個人情報を保有する事業者のみが適用対象でしたが、改正法では5000人要件が削除され、小規模事業者

であってもすべて対象となることになりました。改正法の施行を機に、社内体制の整備について次の15項目を改

めてチェックするようにしてください。

＜✓チエックリスト＞

1.個人データの取扱担当者、取扱責任者の選任               □選任した 

2.個人データの漏えいにつながりかねない事態に気付いた場合には責任者に報告するように従業員に周知して 

いるか。                          □周知した 

3.個人データ取扱いの責任者(責任者がいないときは個人データの取扱担当者)は、個人データの漏えい等の 

事故につながりかねない事態に気付いた場合には、責任ある立場の者に報告するよう周知しているか。 

           □周知した 

4.責任ある立場の者が、どのような個人データを利用・保存しているか、個人データの取扱担当者以外の者が 

個人データを扱っていないか、目的外利用や第三者提供していないか等について、定期的に確認しているか。 

         □実施した( 年 月 日） 

5.個人データの取扱いに関する留意事項について、定期的に従業者に研修等を実施しているか。 

           □実施した( 年 月 日） 

6.個人データを取り扱う場所や個人データを取り扱う機器等について、個人データの取扱担当者以外の者が容易 

に個人データを覗き見たり確認したりすることができないような状況で管理できているか。 

          □確認した 

7.個人データを記録した記憶媒体や書類、個人データを取り扱う機器、個人データを記録した記憶媒体を、施錠 

できる場所に保管しているか。        □確認した 

8.個人データを記録した記憶媒体や書類を持ち運ぶ場合には、データの暗号化やパスワードの設定、封筒に 

封入して鞄に入れて搬送する等、紛失・盗難等を防ぐための安全な方策を講ずるよう、周知しているか。 

           □周知した 

9.個人データを削除・廃棄した場合は、確実に削除・廃棄したかを責任ある立場の者が確認しているか。 

           □確認した 

10.個人データを取り扱うことのできる機器が特定されているか。       □確認した 

11.個人データの取扱担当者以外の者が個人データを取り扱う機器にアクセスしていないかを確認しているか。 

                        □確認した 

12.個人データを取り扱う情報システムを使用する従業員は、個別のIDとパスワードで識別・認証してアクセスして 

いるか。          □確認した 

13.個人データを取り扱う機器等のオペレーションシステムを更新機能等により最新状態に保持しているか。 

□確認した 

14.個人データを取り扱う機器等にセキュリティ対策ソフトウェア等を導入し、自動更新機能等の活用により最新状態 

としているか。          □確認した 

15.メールで個人データの含まれるファイルを送信しないのを原則とし、送信する場合は、当該ファイルへの 

パスワードを設定しているか。        □確認した 
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